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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 2年 6月 16 日（火） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和 2年 6月 16日（火）付 静岡新聞、中日新聞（別紙 1参照） 

※令和 2年 6月 30日（火）に開催した説明会についての公告を含む。 

 

② 投げ込みチラシによるお知らせ 

新型コロナによる日程変更があったため、以下の 2 回の投げ込みチラシを配布した。 

（別紙 2参照） 

・1回目 令和 2年 4月 20日 

・2回目 令和 2年 6月 5日 

 

③ インターネットによるお知らせ 

浜松市でのウェブサイト（別紙 3-1参照） 

  令和 2年 6月 16日（火）から下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・株式会社シーテックのウェブサイト（別紙 3-2及び別紙 3-3参照） 

http://www.ctechcorp.co.jp/app/wp-content/uploads/2020/06/efwfewf.pdf 

  

http://www.ctechcorp.co.jp/app/wp-content/uploads/2020/06/efwfewf.pdf
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(3) 縦覧場所 

浜松市役所庁舎ほか計 8箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦

覧を行った。 

① 縦覧箇所 

      ・浜松市役所環境部環境政策課（浜松市中区鴨江 3-1-10） 

      ・浜松市役所市政情報室   （浜松市中区元城町 103-2） 

      ・天竜区役所区振興課    （浜松市天竜区二俣町二俣 481） 

      ・佐久間協働センター    （浜松市天竜区佐久間町中部 18-11） 

      ・龍山協働センター     （浜松市天竜区龍山町大嶺 570-1） 

      ・山香ふれあいセンター   （浜松市天竜区佐久間町大井 2415-1） 

      ・浦川ふれあいセンター   （浜松市天竜区佐久間町浦川 2794-1） 

      ・佐久間図書館       （浜松市天竜区佐久間町佐久間 2431-3） 

 

②インターネットの利用による縦覧 

・株式会社シーテックのウェブサイト 

http://www.ctechcorp.co.jp/app/wp-content/uploads/2020/06/efwfewf.pdf 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 2年 6月 16日（火）から 7月 16日（木）まで 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数及び意見書箱への投函者数 

縦覧者数及び意見書箱への投函者数は下記のとおりである。なお、縦覧者数(意見投函者数)

で記載している。 

・浜松市役所環境部環境政策課：3(0)名 

・浜松市役所市政情報室   ：4(0)名 

・天竜区役所区振興課    ：2(0)名 

・佐久間協働センター    ：3(1)名 

・龍山協働センター     ：1(2)名 

・山香ふれあいセンター   ：0(0)名 

・浦川ふれあいセンター   ：0(0)名 

・佐久間図書館で      ：2(0)名 

以上、合計 15(3)名であった。 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 950 回であった。 

http://www.ctechcorp.co.jp/app/wp-content/uploads/2020/06/efwfewf.pdf
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開 

催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告に先立って行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・開催日時：令和 2年 6月 30日（火）19:00～20:30 

・開催場所：龍山森林文化会館・ホール（浜松市天竜区瀬尻 982-2） 

・来場者数：20名 

(3) 参考 

地元の要請により、天竜区佐久間町及び龍山町に属する区長などを対象に、経過報告会を開

催し同様の説明を実施した。この経過報告会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとお

りである。 

・開催日時：令和 2年 7月 20日（月）19:00～20:30 

・開催場所：龍山森林文化会館・ホール（浜松市天竜区瀬尻 982-2） 

・来場者数：31名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出 

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 2年 6月 16 日（火）から 7月 30日（木）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙 4参照） 

②株式会社シーテックへの書面の郵送 

③意見受付用に開設した当社メールアドレスへの送付 

 

(3) 意見書の提出状況 

7 名の方から合計で 55 件の意見が提出された。環境の保全の見地からの意見は 53 件、その

他の意見は 2件であった。 
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第 2章 環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条及び第 9条に基づく、方法書について提出された環境の保全の見地からの

意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。なお、意見の概要に関しては、本事

業に係わる環境の保全の見地からの意見については原文のまま記載している。 

 

表 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

 

No. 意見の概要 事業者の見解 

Ａ 

氏 

1 1.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約するこ

とで貴社の作為が入る恐れがある。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。また同様の理由

から、以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せず、「ぞれぞれ

に回答すること」。さらに本意見書の内容について「順番を並び

替えること」も認めない。 

 

意見書は要約せず、全文を公開してまいります。 

また、以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せ

ず、ぞれぞれに回答いたします。さらに本意見書の

内容について「順番を並び替えること」もいたしま

せん。 

なお、個人情報に関わる部分については、削除い

たします。 

Ａ 

氏 

2 2.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風速（発電

を開始する風速）未満であってもブレードは回転するのか？と

の意見に対して事業者は「現段階では未定」と回答した。それで

は、バットストライクの予測は、「カットイン風速未満であって

もブレードが回転する」前提で行うこと。 

 

 現段階では、実際に採用する機種については未

定となっております。バットストライクに関する

予測については、ご意見頂いた点を踏まえ検討し

てまいります。 

Ａ 

氏 

3 3.P399 本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時にフェザ

リング（風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を止

めること）を実行できるのか？との意見に対して事業者は「現段

階では未定」と回答した。それでは、事業者はカットイン風速以

上でフェザリングできない機種を国内で何基使用しているの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社が国内で保有している風力発電設備におい

て、弱風時にカットイン風速以上でフェザリング

できる機種はありません。ただし、異常時、点検時

にはカットイン風速以上であってもフェザリング

状態にすることは可能です。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ａ 

氏 

4 4.回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは発生して

いる。国内で報告されたバットストライクの事例は以下のもの

があった。実際にはスカベンジャーによる持ち去りや未踏査エ

リアの存在、調査者の見落としなどによりさらに大量のコウモ

リが死んでいるものと予測される。これら現状をふまえ、事業者

が追加的保全措置を実施しない理由を述べよ。 

 

※45個体(4種、1～32個体）、2015, 07までに調べた 6事業「風

力発電施設でのバットストライク間題」（河合久仁子、ワイル

ドライフ・フォーラム誌 22(1)、9-11,2017） 

※ヒナコウモリ 2 個体、アプラコウモリ 1 個体、合計 3 個体、

「静岡県西部の風力発電所で見つかったコウモリ類 2 種の死

骸について」（重昆達也ほか、東海自然誌（11）、2018）静岡

県 

※ヒナコウモリ 3 個休「大間風力発電所建設事業環境の保全の

ための措置等に係る報告書」（平成 30年 10月、株式会社ジェ

イウインド）青森県 

※コテングコウモリ 1 個体、ヤマコウモリ 2 個体、ユビナガコ

ウモリ 2個体、ヒナコウモリ 4個体 合計 9個体「高森高原風

力発電事業 環境影響評価報告書」（平成 31年 4月、岩手県） 

※コヤマコウモリ 5 個体、ヒナコウモリ 3 個体 合計 8 個体、

「（仮称） 上ノ国第二風力発電事業環境影響評価書（公開版）」

（平成 31年 4月 株式会社ジェイウインド上ノ国）北海道 

※ヒナコウモリ 5 個体、アブラコウモリ 2 個体、ホオヒゲコウ

モリ属の一種 1個体、コウモリ類 1個体 合計 9個体「能代風

力発電所リプレース計画に係る環境影響評価準備書」（令和元

年 8月、東北自然エネルギー株式会社）秋田県 

※ヒナコウモリ 4 個体、アプラコウモリ 2 個体、種不明コウモ

リ 2 個体、合計 8 個体「横浜町雲雀平風力発電事業供用に係

る事後調査報告書」（令和元年 12月、よこはま風力発電株式

会社）青森県 

※ヤマコウモリ 1個体、ヒナコウモリ属 1個体 合計 2個体「石

狩湾新港風力発電所環境影響評価事後調査報告書」(2020年 2

月、コスモエコパワー株式会社)北海道 

※ヤマコウモリ 3個体、ヒナコウモリ 2個体、アプラコウモリ 2

個体、合計 7 個体「能代地区における風力発電事業供用に係

る事後調査報告書（第 2回）」（令和 2年 4月、風の松原自然

エネルギー株式会社）秋田県 

 

事例について、お示し頂きましてありがとうご
ざいます。お示し頂きましたように、バットストラ
イクは起こっているものの、その実際のメカニズ
ムについては未だに不明な点が多く、知見も少な
いのが現状かと考えております。そのため、最新の
知見の収集はもちろんのこと、まずは当該地域を
実際にどの程度のコウモリ類が利用しているのか
を調査によって把握することが重要であると考え
ており、その結果を踏まえ、重大な影響があると判
断される場合には、追加的な保全措置を検討し、影
響の回避、低減に努めてまいります。 

Ａ 

氏 

5 5.コウモリ類の保全措置として「稼動制限」を実施して欲しい 

国内では、すでに多くの風力発電事業者が、コウモリ類の保全

措置としてフェザリング（風力発電機のブレードを風に対して

並行にし回転を止めること）やカットイン風速（発電を開始する

風速）を上げるなどの稼働制限を行うことを表明した。本事業者

も必ず実施して頂きたい。 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、

また現地調査結果を踏まえ、フェザリングができ

る機種の選定やカットイン風速を上げるといった

稼働制限も含めた環境保全措置を検討してまいり

ます。 

Ａ 

氏 

6 6.コウモリの保全措置（低減措置）は「カットイン風速の値を上

げること及びフェザリング」が現実的 

「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を開始する

風速）の値を上げること及び低風速時にフェザリング（風力発電

機のブレードを風に対して並行にし回転を止めること）するこ

と」がバットストライクを低減できる、「科学的に立証された保

全措置※」である。よって、必ず実施して頂きたい。これについ

て、事業者が実施しない理由を述べよ。 

※Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in Speed to 

Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities Final Report, 

Edward B. Arnett and Michael Schirmacher.2010 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、

また現地調査結果を踏まえ、フェザリングができ

る機種の選定やカットイン風速を上げるといった

稼働制限も含めた環境保全措置を検討してまいり

ます。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ａ 

氏 

7 7.環境保全措置は「コウモリを殺す前から実施してほしい」 

本事業者である「株式会社シーテック」並びに委託先の「日本

気象協会」は「環境影響を可能な限り回避・低減すべく環境保全

措置を実施する」つもりがあるのだろうか？上記のコウモリの

保全措置（「カットイン風速の値を上げること及び低風速時のフ

ェザリング」）については、「事業者が実施可能」かつ「最新の

知見に基づいた」コウモリ類への環境保全措置である。よって

「コウモリを殺す前」、すなわち「施設の稼働開始時から」必ず

実施して頂きたい。 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、

また現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置

を検討してまいります。 

Ａ 

氏 

8 8.フェザリングの閾値は主観で決めないこと 

本事業者は、今後コウモリ類の保全措置としてカットイン風

速未満の風速時にのみ保全措置（フェザーモード）を行うかもし

れない。 

しかし、その場合、コウモリ類の保全措置の閾値（コウモリ類

保全にとって最も重要な論点）は「カットイン風速」ということ

になるが、事業者が閾値を「カットイン風速」と決定した科学的

根拠を述べないかぎり、それは事業者の「主観」に過ぎないこと

を先に指摘しておく。 

コウモリ類の保全措置の閾値は、事業者が恣意的（主観的）に

決めるべきではない。なぜなら、仮に保全措置を「主観で決める

事が可能」、とすれば、アセス手続きにおいて科学的な調査や予

測など一切行う必要がないからだ。 

仮に事業者が「適切な保全措置」を実施するつもりがあるなら

ば、科学的根拠、つまり「音声モニタリング調査の結果」を踏ま

え、専門家との協議により「フェザーモードの閾値」を決めるこ

と。 

 

最新の国内の成果や有識者からのヒアリング、

また現地調査結果を踏まえ、適切な環境保全措置

を検討してまいります。 

Ａ 

氏 

9 「事後調査」は信用できない 

理由 

①事後調査結果について住民は意見書を出せない 

②事後調査結果を公正に審査する第三者委員がいない。 

③事業者側がヒアリングする専門家は事業者の利害関係者であ

る可能性が高いので信用できない。 

④仮に事後調査でコウモリの死骸が確認されても、事業者が追

加の保全措置をする保証はなく、罰則もない。 

①～④から、「事後調査」は信用できない。 

事後調査については、信用頂けるよう、今後も知

見を含め、その内容を検討してまいります。 

検討した事後調査の内容については、法対象事

業事後調査計画書として、静岡県知事及び関係市

町長に送付、公表されることとなります。その後、

計画書の内容に対して、環境保全の観点からご意

見を頂くことになっており、それを踏まえ、最終的

な調査計画を策定、実施していくものとなります。

調査結果については、法対象事業事後調査報告書

として、静岡県知事及び関係市町長に送付、公表さ

れることになります。 

事後調査報告書に対するご意見については、静

岡県環境影響評価条例第 45条の規定により、公表

後 1 か月を経過するまでの間であれば、環境保全

の観点から静岡県知事に対して、意見書をご提出

頂くことは可能となっております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｂ 

氏 

10 ・全体について 

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業における環境影響評

価方法書（以下、方法書という）に掲載されている対象事業実施

区域（以下、計画地という）では、以前より希少猛禽類のクマタ

カおよびオオタカの生息が確認されており、さらに静岡版レッ

ドリストで絶滅危惧 IA 類(CR) に指定されるプッポウソウが繁

殖している。貴社が当該事業を実施することで、これらの鳥類が

バードストライクや生息地放棄等の影響を受けることが懸念さ

れる。計画地にクマタカが生息していることは、当会も参加した

『静岡県の鳥類第 3 版』および『静岡県の鳥類第 2 版』の作成

に係る鳥類調査の結果からも確実である。また、プッポウソウに

関しては、当会の 20年間にわたる観察結果から、計画地で継続

的に繁殖していることは明確である。そのため、貴社に対して

は、当該事業がこれらの希少鳥類の生息に影響を与えないよう、

事業の縮小または中止を含めた抜本的な影響回避策を講じるこ

とを求める。今後、影響の回避および鳥類の保全について検討を

進めるのであれば、環境影響評価の精度をより向上させるため

にも、下記の「個別の項目について」に記載した内容を参考にし

て調査方法を再検討および変更すべきである。 

 

 

クマタカ及びオオタカといった希少猛禽類及び

ブッポウソウについては、今後の調査において、そ

の生息状況等の把握に努めてまいります。その結

果を踏まえ、重大な影響が生じる可能性があると

判断された場合には、可能な限り影響を回避、低減

できるよう、事業計画の変更等を含めた環境保全

措置を検討してまいります。また、個別の項目

（No11～No15）に記載頂いた内容については、今後

の現地調査において参考にさせて頂ければと考え

ております。 

 

Ｂ 

氏 

11 ・個別の項目について 

①遠州地域に広範囲にわたる複数事業が鳥類に及ぼす影響 

遠州地域には、山岳地域における大規模風力発電事業とし

て、浜松風力発電所（ふそう風力発電）、浜松市天竜区熊風力

発電事業計画（自然電力）、天竜風力発電事業計画（JR東日本

エネルギー開発）、ウインドパーク遠州東部風力発電事業（シ

ーテック）および本計画が存在し、これらすべてが浜松市天竜

区水窪以南の遠州地域の山の尾根上に南北方向に並び建つとい

う状況が生まれようとしている。 

一方で、これらのすべての計画地内はクマタカなどの希少猛

禽類の重要かつ貴重な生息地および繁殖場所となっている。し

たがって、すべての事業が実施に移された場合、クマタカをは

じめとして遠州地域に生息する希少猛禽類にバードストライク

や生息地放棄などの影響が累積的影響として生じる事が予測さ

れる。 

また、計画地にあるサシバとハチクマなどの春秋の渡りルー

トは、猛禽類全般における国内最南のルート（静岡⇒島田⇒掛

川⇒浜名湖北部⇒伊良湖岬）と重複していることが知られてい

るが、本事業の実施が障壁影響を生み出し、サシバやハチクマ

などの猛禽類は風車を大きく迂回することになるか、または障

壁影響が生じない場合には、バードストライクが発生するよう

になると考える。なお、このような状況はすでに浜松風力発電

所の稼働によって生じているものと考えられる。したがって、

環境影響評価は5事業を一体のものとして行う累積的影響評価

を適切に実施することで、5事業がまたがる地域全体における

影響評価、特に希少猛禽類に対する影響が最小になるよう回避

策を講じるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「風力発電等導入支援事業/環境アセスメント

調査早期実施実証事業/環境アセスメント迅速化

研究開発事業既設風力発電施設等における環境影

響実態把握Ⅰ報告書」（国立研究開発法人 新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構、平成 30年）によ

ると、渡り鳥に関しては、風力発電機回避に伴うエ

ネルギー損失を試算したところ、損失は極めて軽

微であることが報告されており、回避等により風

力発電機と一定の距離を維持しつつ、渡り経路と

して利用されていたこと、大規模なバードストラ

イクが発生していないことから、現時点では重大

な影響が生じる可能性は小さいと考えておりま

す。 

累積的な影響について予測及び評価するにあた

っては、他事業者との情報共有等が必要になるこ

とから、他事業が成立した際には、その情報収集に

努めるとともに、情報が得られた場合には、現地調

査の結果も踏まえ、累積的影響についても検討し

てまいります。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｂ 

氏 

12 ・個別の項目について 

②動物の調査、予測及び評価の結果について（方法書209頁～

239頁） 

・貴社は計画地でのクマタカの生息、およびブッポウソウの

継続的な繁殖を確認しているにも関わらず、『改変による生

息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある』にとどめた

評価の結果を再考することを希望する。また、今後、留意事

項として対応で進めるのであれば、クマタカだけでなくブッ

ポウソウについてもその旨を明記すべきである。 

・渡り鳥の移動ルートに対する予備調査が未実施であるにも

かかわらず、『上空通過することから生息環境の変化に伴う

影響が出る可能性は小さい』と結論付けることは無理があ

る。 

 

 

 

クマタカの生息状況及びブッポウソウの生息状

況については、今後、適切に調査を実施してまいり

ます。その結果を踏まえ、準備書以降の段階におい

て、両種の詳細な予測及び評価の結果をお示しし

てまいります。 

 

渡り鳥についても、適切に調査を実施し、対象事

業実施区域及びその周囲における移動ルート、そ

の際の飛翔高度等について把握に努めてまいりま

す。その結果を踏まえ、準備書以降の段階におい

て、詳細な予測及び評価の結果をお示ししてまい

ります。 

 

Ｂ 

氏 

13 ・個別の項目について 

③特別な絶滅危惧種ブッポウソウヘの配慮 

計画段階環境配慮書に対する意見書の中で指摘した、計画地

でプッポウソウが繁殖していることについて、本方法書におけ

る影響評価の結果の中では全く触れられていないため、ここに

あらためてそのことを指摘する。そして、プッポウソウの繁殖

に影響を及ぼさないため、風力発電所の設置場所と工事エリア

の変更が必要であるが、どちらも少なくとも巣から5km以上離

れた場所にすべきである。 

 

 

ブッポウソウの生息状況については、さらに関

係機関との情報交換も進めた上で、今後、適切に調

査を実施してまいります。その結果を踏まえ、準備

書以降の段階において、本種の詳細な予測及び評

価の結果をお示ししてまいります。 

現段階では、事業計画の熟度が低いこともあり、

詳細な風力発電機の規格や配置等については未定

となっております。ブッポウソウに関する予測及

び評価結果を踏まえ、事業計画について引き続き

検討してまいります。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｂ 

氏 

14 ・個別の項目について 

④配慮書に対して提出した意見の取り扱いについて 

先に意見募集を行った当該事業の計画段階環境配慮書（以

下、配慮書という）に対し、以下のような意見を提出した。そ

れに対し、方法書に事業者見解として回答を掲載しているが、

その回答に不明瞭な部分があるため、ここであらためて意見と

して掲載する。なお、これに対して貴社がどのように対応する

かについては、次の環境影響評価準備書に事業者見解として掲

載するだけでなく、当会らに個別に意見を述べて頂きたい。 

・希少猛禽類の調査手法について、配慮書に対する意見書で

『事業実施に際しては動植物（特に野鳥） については周辺

エリアも含め渡りや繁殖の季節を含む2年以上の調査が必要

と考える。鳥類については希少種としてクマタカが各所で観

察されており営巣場所及び行動範囲を特定し設置及び工事に

際して対策をとるべき』と指摘したが、本方法書では『猛禽

類保護の進め方（改訂版）』に準拠して進めるとなってい

る。したがって、現在の段階は、環境省の猛禽類保護の進め

方（改訂版）P36のイ予備調査・調査計画の策定（生息確認

及び繁殖可能性の推測）の段階と考える。また、2年間の予

備調査を実施した結果をもって、事業計画の検討（回避）の

判断を行い、必要であれば『ウ保全措置検討のための調査・

解析繁殖状況調査・行動圏の内部構造解析等』に移行するこ

とになっている。そこで、 

1）予備調査については、クマタカの生態を考慮して計画

地にある10水系（小芋川・六つの沢・新開沢・不動沢・八

代沢・成瀬沢・神妻沢川・和山間沢川・地八川・出馬川）

ごとの生息確認が必要、 

2）予備調査計画にあたっては、現地踏査により、効率よ

くクマタカの生息調査を進めることが必要、である。 

・猛禽類の渡りに関する調査手法について、当会は意見書で

『また、猛禽類の渡りのルートであることが考えられ、その

調査も今までのデータでは十分では無く春と秋を含む2年間

の調査が最低必要である。』と意見したにも関わらず、貴社

が作成した方法書では、渡り鳥の調査は1年間の実施として

いる。しかし、渡り鳥の数などは年変動があることから、1

年の調査では到底その実態が把握できるとは考えにくいた

め、当会からの意見通り、あらかじめ2年間の調査期間を確

保すべきである。また、定点観測における調査ポイントの設

定について、現地踏査したうえで決定すべきである。 

 

 

 

頂いたご意見に対し、環境影響評価準備書に事

業者見解として掲載いたします。個別での見解に

関しては、環境影響評価準備書公表の段階で改め

て調整させていただきます。 

 

 

 

・猛禽類の調査手法について 

1）クマタカを含め、猛禽類の調査に関しては、

対象事業実施区域及びその周囲を網羅できるよ

う、調査地点を設定した上で、猛禽類の出現状況

や視野の確保といった観点からも適宜調査地点

の追加、変更のほか、移動しながらの調査を実施

してまいります。その際には、ご指摘頂いた点に

も留意しながら、調査を実施してまいります。 

2）ご指摘を踏まえ、猛禽類の調査の際には、必

要に応じて移動しながらの調査を実施してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・猛禽類の渡りに関する調査手法について 

渡りに関する調査を含め、調査手法については、

有識者より概ね妥当であるとのコメントを頂いて

おります。調査地点については、渡りの状況や現地

の状況等を踏まえ、適宜変更、追加しながら調査を

実施してまいります。 

Ｂ 

氏 

15 ・個別の項目について 

⑤参考文献の追加 

3.1.5-1動物の生息の状況に使用される文献に2020年7月に発

行予定の『静岡県の鳥類第3版』を追加すべきである。 

 

 

 

ご教示頂きました文献につきましては、参考に

させて頂きます。 

Ｃ 

氏 

16 事業計画では 発電出力 最大75000kWとあるが 風力発電設備 

4000kW 21基の計画では 84000kWとなってしまう。9000kWオー

バーしてしまうので、2基ないし3基へらしてほしい。瀬尻地区

は設置位置から2km以内に260戸の家屋があり 騒音・振動・低

周波音の影響が大きいと予測される。 

設置基数をへらすか設置位置を集落から3㎞以上はなしてほ

しい。 

事業実施区域の地図からみると もっとはなして設置するこ

とも、風車の間隔をちぢめても可能と思われる。 

 

今後、現地において風力発電設備の設置可能な

場所についての詳細な調査を実施してまいりま

す。この調査結果及び採用する風車機種の選定に

より、風車基数や配置場所を固めてまいります。 

Ｄ 

氏 

 

17 1 本意見書の内容は一切要約しないこと 

本意見書の内容は一切要約しないこと。貴社が要約すること

で貴社の作為が入る恐れがある。 

 

頂いたご意見については要約せず、全文を公開

させて頂くようにいたします。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｄ 

氏 

18 2 バットストライク問題の専門家に専門家ヒアリングしたこと

は評価する 

風力発電所建設において最も被害を受ける動物は、飛翔動物

であるコウモリ類と鳥類である。鳥類については言及しないが、

配慮書段階での専門家ヒアリング（P225）、および方法書段階の

「調査、予測及び評価手法」について（P298）、バットストライ

ク問題に精通した専門家にヒアリングしたことは評価する。

（株）日本気象協会は本事業に限らず、貴社（(株）日本気象協

会)が係わるすべての風力発電所建設の環境影響評価において、

バットストライク問題に精通した専門家にヒアリングを行うこ

と。地域のコウモリ類相について詳しいだけで、バットストライ

ク問題の解決方法に知識を持たないような素人専門家を今後は

担ぎ出してこないこと。 

 

 

ご意見を頂きましてありがとうございます。今

後も引き続きバットストライク問題に精通した専

門家にヒアリングを実施していくとともに、専門

家を選定する際には、ご指摘の部分にも留意して

まいります。 

Ｄ 

氏 

19 3 新型コロナウイルスの影響があるのでコウモリ類の捕獲調査

は延期すること 

P334 に現地調査の手法としてコウモリ類については捕獲調査

が挙げられているが、現在世界的に蔓延している新型コロナウ

イルスは人間だけでなく、その他の哺乳類にも感染することが

判明している。集団性コウモリ類に感染した場合には、その個体

群の存続に致命的なダメージを及ぼす可能性がある。従って、

IUCN(国際自然保護連合）からコウモリ類の捕獲調査再開のメッ

セージが発信されるまではコウモリ類の捕獲調査は延期するこ

と。風力発電所建設の環境影響評価では、最も深刻な影響を受け

る動物がコウモリ類である以上、コウモリ類相を知るためにコ

ウモリ類の捕獲調査は必須であることからコウモリ類の現地調

査そのものを延期すること。捕獲調査を実施しないなどの簡略

化は絶対に行わないこと。 

 

 

 

捕獲調査は、新型コロナウイルスの感染状況を

みながら、専門家へのヒアリングを踏まえて、実施

可否を判断します。また、捕獲を実施する場合は、

以下のような感染防止対策を講じます。 

・発熱などの症状がある場合や社内・家族に発

症者がいる場合は調査に参加しない。 

・マスクを装着する。 

・手の洗浄後、消毒した手袋をする。 

Ｄ 

氏 

20 4 コウモリ類が利用する洞窟等の分布図を正確に作成すること 

P334 に「※コウモリ類については、ねぐらとして利用される

可能性のある洞穴等の位置の情報収集に努め、発見された場合

は利用状況の季節変動を把握する」とあるが、「努め」では努力

目標が不明である。浜松市天竜区にはコウモリ類が集団利用す

る洞窟等がいくらでもある。対象事業実施区域に飛来する可能

性のある、コウモリ類の利用する洞窟および人工建築物をすべ

て調べ、それらの分布図とコウモリ類の利用状況を必ず整理す

ること。哺乳類のフィールドサイン調査の片手間に洞窟等を探

すというのでは明らかに努力不足であり、洞窟探索のための調

査人工を積むこと。また、当然ながらそれら洞窟や人工物を利用

するコウモリ類に対し、本事業計画がどのような影響を及ぼす

のか科学的根拠を以て予測および評価すること。科学的根拠の

ない「作文」でごまかさないこと。 

 

 

コウモリ類については、その飛翔範囲が広いこ

とからも、対象事業実施区域に飛来する可能性の

あるコウモリ類が利用するすべての洞窟及び人工

建造物を調査、把握することは、アセス事業におけ

る調査の範疇を大きく超えるものであると考えて

おります。コウモリ類が利用する可能性がある洞

窟及び人工構造物については、哺乳類以外の項目

の調査時においても、確認、把握に努めるととも

に、その結果を踏まえ、適切な予測及び評価に努め

てまいります。 

Ｄ 

氏 

21 5 「利用状況の季節変動を把握する」手法について説明すること 

P334 に「※コウモリ類については、ねぐらとして利用される

可能性のある洞穴等の位置の情報収集に努め、発見された場合

は利用状況の季節変動を把握する」とあるが、「利用状況の季節

変動を把握する」ための手法について一切言及がない。「季節変

動を把握する」ためには最低でも 1 年間毎月の追跡調査が必要

であるが、どのような手法で、どのくらいの頻度で、「季節変動

を把握するのか」を事業者見解に詳細に示すこと。なお、コウモ

リ類の出産・哺育期（6月下旬～7月下旬）および越冬期（12月

～3月）にはコウモリ類の活動に悪影響を及ぼすので洞内への立

ち入り調査は行わないこと。 

 

 

 

 

 

ねぐらの利用状況の季節変動については、ねぐ

らとなり得る洞窟及び人工構造物等が確認された

場合は、音声マイクをねぐら入り口付近に設置し、

コウモリ類の音声を録音することにより、各季に

おける利用状況を把握するといった手法を検討し

ております。 

また、ご指摘のとおり、コウモリ類の出産・哺育

期（6月下旬～7月下旬）及び越冬期（12月～3月）

には洞内への立ち入り調査は実施いたしません。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｄ 

氏 

22 5 新型コロナウイルスの影響があるので洞窟内への立ち入り調

査は行わないこと 

P334 に「※コウモリ類については、ねぐらとして利用される

可能性のある洞穴等の位置の情報収集に努め、発見された場合

は利用状況の季節変動を把握する」とあるが、現在世界的に蔓延

している新型コロナウイルスは人間だけでなく、その他の哺乳

類にも感染することが判明している。集団性コウモリ類に感染

した場合には、その個体群の存続に致命的なダメージを及ぼす

可能性がある。従って、IUCN（国際自然保護連合）からコウモリ

類のねぐら調査再開のメッセージが発信されるまではコウモリ

類のねぐらに対する立ち入り調査は延期すること。風力発電所

建設の環境影響評価では、最も深刻な影響を受ける動物がコウ

モリ類である以上、コウモリ類のねぐら分布状況調査は必須で

あることからコウモリ類の現地調査そのものを延期すること。

ねぐら分布調査を実施しないなどの簡略化は絶対に行わないこ

と。今は洞窟等に立ち入らないでも利用種や個体数の規模を調

べる方法がある。 

 

 

 

現地調査の際には、No.21に回答させて頂きまし

たとおり、基本的には洞窟内への立ち入りは行わ

ず、入り口付近に音声マイクを設置することによ

り、利用状況について把握に努めてまいります。調

査については、新型コロナウイルスの感染状況を

みながら、専門家へのヒアリングを踏まえ、実施可

否を判断します。 

 

Ｄ 

氏 

23 6 浜松市天竜区のユビナガコウモリのねぐら洞を必ず調べるこ

と 

浜松市天竜区には、静岡県西部において最大の巨大なユビナ

ガコウモリ（静岡県レッドデータブック：DD）のねぐら洞が存在

する。これは「静岡県レッドデータブック 2019」にも把握され

ていない個体群である。その位置は、本意見者が天竜区の某風力

発電事業の専門家ヒアリングを受けた際に（株）日本気象協会に

伝えているが、ユビナガコウモリは夜間の飛翔範囲が非常に広

いコウモリであることから、本事業計画による悪影響を受ける

ことがないか必ず現地調査を行うこと。個体群の規模、季節変動

の追跡はもとより、ねぐら洞の位置および対象事業実施区域に

おいてレーダーを活用した調査も検討する必要があるだろう

（(株）シ－テックにはウインドパーク布引北風力発電所事業で

レーダーを用いた実績があるはずだ)。また、当然ながらそれら

ねぐら洞を利用するユビナガコウモリに対し、本事業計画がど

のような影響を及ぼすのか科学的根拠を以て予測および評価す

ること。科学的根拠のない「作文」でごまかさないこと。 

 

 

 

貴重な情報を頂きましてありがとうございま

す。ユビナガコウモリを含め、対象事業実施区域及

びその周囲において、どういったコウモリ類が生

息しているかについては、今後適切に調査を実施

してまいります。 

レーダーに関しては、弊社のウインドパーク布

引北風力発電所事業にて、試験的に実施したもの

です。本手法については、記録されたものがコウモ

リ類かどうかの判別が現段階では難しいものとな

っている点に加え、レーダーの特性上、開けた調査

地点が必要になります。風力発電機設置予定位置

の周囲は急峻な樹林地であるといった環境を踏ま

えますと、本事業のおけるレーダーの有効性は低

いものと考えております。 

Ｄ 

氏 

24 7 コウモリ類の夜間踏査調査とは何をするのか？ 

P334 のコウモリ類の調査手法として「夜間踏査調査」という

ものが拳げられているが、この調査手法についてより具体的に

事業者見解に説明せよ。バットディテクターを用いて夜間に踏

査するものと思われるが、踏査する範囲（ルート)、踏査晩数、

踏査する時間帯、踏査範囲の植生、踏査時に調査有効とする天

候、踏査速度、使用するバットディテクターの機種名、そのバッ

トディテクターの探知有効距離（メーカーが示すスペックでは

なく、（株）日本気象協会が独自に調べること)、バットディテ

クターで探知したデータの記録方法について事業者見解に示す

こと。まさか未だにヘテロダイン式や探知データを記録できな

いような機種を選択するということはあるまい。現在は探知し

た超音波をフルスペクトラム録音可能なハンディなバットディ

テクターが存在するので（Eco meter touch のことではない）、

そのような、録音デー夕を後日科学的に検討可能なバットディ

テクターを用いること。 

 

踏査ルートについては、実際に調査員が踏査可

能か等といった現地の状況等を加味した上で決定

してまいりますので、現状でお示しすることは困

難と考えておりますが、対象事業実施区域及びそ

の周囲の植生を含め、可能な限り網羅できるよう

検討してまいります。 

踏査晩数については、各季 2 晩程度、時間帯と

しては調査員の安全にも配慮し、日没から夜 10時

頃まで、天候については雨天等といったコウモリ

類が飛翔しにくい天候を避けることと想定してお

ります。また、踏査速度については、基本的な歩行

速度である 80m/分程度を想定しております。 

使用するバットディテクターについては、

「Pettersson社製 D500X」といったものを使用す

る予定としており、こちらの機器は音声解析も可

能な機種となっております。探知有効距離としま

しては、概ね 30m前後となっております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｄ 

氏 

25 8 そもそもコウモリ類の夜間踏査調査とは何の目的で行うの

か？1 

そもそもコウモリ類の夜間踏査調査とは何の目的で実施する

のか？発電機のブレードが回転するのは樹冠よりもはるかに高

空である。バットストライクの被害（ブレード衝突やバロトラウ

マ）が発生するのもその高空である。従って、探知距離の短いハ

ンディなバットディテクターを携帯して、ブレード回転面より

はるかに下の地表面を歩いて何のデータを得ようというのか？

この調査手法はそもそも不必要なのではないか？調査人工の水

増しか？本調査手法が必須であることの説明を事業者見解に述

べよ。 

 

 

夜間における踏査の主目的としましては、対象

事業実施区域及びその周囲におけるコウモリ類相

の把握となっております。ご意見にありますよう

に、バットストライクが発生しやすい部分としま

しては、ブレードの回転域である高空になるかと

考えております。一方、コウモリ類相を把握するた

めには、例えば林縁等、コウモリ類がよく利用する

ような環境においても、調査を実施し、より詳細に

把握していくことが重要であると考えておりま

す。 

Ｄ 

氏 

26 9 そもそもコウモリ類の夜間踏査調査とは何の目的で行うの

か？2 

そもそもその調査手法でコウモリの種が判明するのか？種は

判明しないはずだ。ではこの調査の目的は何だ？予測および評

価にどのように繋げるのか事業者見解に説明せよ。 

 

 

調査の目的としましては、No.25に記載させて頂

いたとおりとなっております。夜間における踏査

となりますので、種の判別については困難かと思

慮いたしますが、バットディテクターに記録され

た周波数帯でのグループ分け、それに基づいた解

析を行うことにより、対象事業実施区域及びその

周囲におけるコウモリ類相の把握ができるのでは

と考えております。その結果を基に、適切に予測及

び評価を実施してまいります。 

Ｄ 

氏 

27 10 コウモリ類の調査範囲が狭すぎる 

P335 に現地調査の調査地点は「希少猛禽類及び渡り鳥につい

ては、対象事業実施区域の上空を含めて広範囲に飛翔する可能

性があることから同区域から約 1.5km 程度の範囲内とする」と

あるが、コウモリ類の大部分が希少哺乳類であり、その多くが渡

りを行っている。(株)日本気象協会は日本のコウモリ類につい

てはまだ不明点が多いなどとつまらない詭弁をこれまで他事業

で繰り返してきているが、我が国でもコウモリ類の渡りの実態

はこの数年間の間に情報が蓄積されてきている。不明点が多い

とか情報が少ないと書くのは（株）日本気象協会の勉強不足・努

力不足・怠慢に他ならない。「コウモリ類は対象事業実施区域の

上空を含めて広範囲に飛翔する可能性がある動物」である。希少

猛禽類や渡り鳥と同様、その調査地点は「同区域から約 1.5km程

度の範囲内とする」こと。 

 

 

コウモリ類については、猛禽類や渡り鳥とは違

い、主に夜間に飛翔することや、その体長等の小さ

さも相まって、目視による確認は非常に困難かと

考えております。そのため、捕獲調査や音声モニタ

リング調査についても実施し、対象事業実施区域

及びその周囲におけるコウモリ類相の把握に努め

てまいります。上記の観点を踏まえ、最も影響が生

じる可能性が高いと考えられる実際に風力発電機

が設置される範囲に重点を置いた地点配置として

おります。なお、専門家ヒアリングにおいても同様

の説明を行っており、方法に関して問題ない旨の

コメントを頂いております。 

Ｄ 

氏 

28 11 調査時期の設定理由の「頃」の定義を説明せよ 

P342の「調査時期の設定理由（動物)」によれば、コウモリ類

の捕獲調査の時期は、春季(4月「頃」)、夏季(6～7月「頃」)、

秋季（9 月「頃」）とあるが、この「頃」の定義を説明せよ。コ

ウモリ類の年間の活動ステ－ジは 2 週間もすれば次のステージ

に変化してしまう。「頃」では「設定理由」としたステージを過

ぎてしまう可能性がある。なぜ、春季（4月）、夏季（6～7月）、

秋季（9月）と断定しないのか？ 調査時期を明確化すること。 

 

ご意見にもありますように、コウモリ類の活動

ステージを把握することは重要であると考えてお

りますが、年によってそのステージは多少なりと

も変動するものと考えております。そのため、調査

時期の設定に当たり、「頃」を付けて幅を持たせ、

断定しないことにより、柔軟にその時期をおさえ

ることができるかと考えております。準備書にお

いては、捕獲調査の実施日を明記致します。 

 

Ｄ 

氏 

29 12 捕獲調査の調査晩数が示されていない 

P342には「調査時期の設定理由（動物）」は書いてあるが、コ

ウモリ類の捕獲調査の各季の捕獲努力量が書いていない。調査

努力量を予め示すのは学術調査でも環境影響評価でも基本中の

基本である。そのような基本的なことも（株）日本気象協会は知

らないのか？ 各季ごと、各地点ごと（各季）の調査努力量（捕

獲調査晩数）を事業者見解に示すこと。まさか各季各地点 1 晩

ということはあるまい。そのような努力量ではこの地域のコウ

モリ類相は把握できない。 

 

 

 

コウモリ類の捕獲調査については、各季、各調査

地点において、2 晩程度の実施を検討しておりま

す。 
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Ｄ 

氏 

30 13 6～7月の捕獲調査は厳禁である。絶対にやってはいけない 

P342の「調査時期の設定理由（動物）」によれば、コウモリ類

の夏季の捕獲調査を「6～7 月頃」に実施すると書いてある。出

産直後であることは間違いないが、この時期はコウモリ類の授

乳期間である。成獣を捕獲するとしても当歳獣を捕獲するとし

ても、出産・哺育の活動に深刻な悪影響を及ぼすことから、この

時期の捕獲調査は厳に慎まなければならない。解りやすく説明

すれば、鳥であれば餌運びしている「親鳥」や「ヒナ」を捕獲す

るということだ。このような非常識な「調査時期の設定」がある

だろうか？ 

（株）日本気象協会の見識を疑う。夏季の調査は 8 月に変更

すること。 

 

 

専門家へのヒアリングでは、調査方法と時期に

ついては問題ない旨のコメントを頂いておりま

す。ご意見を踏まえ、捕獲調査時期については検討

してまいります。 

Ｄ 

氏 

31 14 捕獲調査の捕獲機材についての説明が一切ない 

本方法書には、コウモリ類の捕獲調査にどのような捕獲機材

を使用するのかどこにも書いていない。ネズミ類の捕獲調査に

はシャーマントラップを使用すると明記しているのに、コウモ

リ類の捕獲調査にはそれが書いていないなどずいぶんと手を抜

いた方法書である。その地域のコウモリ類相をくまなく把握す

るためには、2種類の捕獲機材を使用する必要がある。それは①

ハープトラップと②かすみ網の 2 種類である。①ハープトラッ

プとは林内下層を飛ぶタイプのコウモリ類を捕獲する機材、②

かすみ網とは中層～高空を飛ぶコウモリ類を捕獲する機材であ

る。これら 2 穫類の捕獲機材を用いて、かつ十分な捕獲努力を

行えば、その地域のコウモリ類相は初めて全体像が把握される。

（株）日本気象協会は、コウモリ類の捕獲機材には各地点で各季

とも①ハープトラップおよび②かすみ網を併用すると事業者見

解に追記すること。（株）シーテックは、上記したような適切な

捕獲機材を用いて適切な捕獲調査を実施するよう （株）日本気

象協会に命じること。 

 

 

方法書 p6.2-40(337)に記載しておりますとお

り、コウモリ類の捕獲調査の際には、ハープトラッ

プとかすみ網を併用する予定としております。 

Ｄ 

氏 

32 15 捕獲調査ではどのようなコウモリ類を捕獲する想定なのか明

記すること 

（株）日本気象協会は、①ハープトラップおよび②かすみ網の

2種類の捕獲機材で、それぞれどのようなコウモリ類を捕獲する

予定なのか、文献調査の結果、および静岡県で記録されているコ

ウモリ類相を踏まえて示すこと。これを整理することで、おのず

と捕獲努力量としてどの程度の捕獲調査晩数が必要か見えてく

るだろう。 

 

 

文献その他資料による調査によって、コキクガ

シラコウモリやモモジロコウモリといった種が確

認されておりますが、捕獲調査については、対象事

業実施区域及びその周囲において、どういった種

のコウモリ類が生息しているのかを把握すること

を主眼に置いたものとなっております。そのため、

どういったコウモリ類を捕獲する予定かといった

ことをお示しすることは困難かと考えておりま

す。 

①のハープトラップについては、林内下層を飛

ぶ傾向にあるコキクガシラコウモリ等といったコ

ウモリ類を、②のかすみ網については、林内中層、

林内高層を飛ぶ傾向にあるヒナコウモリ等といっ

たコウモリ類の捕獲を想定しておりますが、これ

らの種はあくまで文献から確認された種になりま

す。対象事業実施区域及びその周囲で実際にどう

いったコウモリ類が生息しているのかといった点

については、今後の現地調査によって確認する必

要があると考えており、捕獲調査の主目的はまさ

にこの点になるかと考えております。頂いたご意

見を踏まえ、適切な調査の実施に努めてまいりま

す。 
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Ｄ 

氏 

33 16 捕獲調査機材には捕虫網と手捕りもお忘れなく 

哺乳類のフィールドサイン調査やコウモリ類の夜間踏査調査

の際にコウモリ類に出会うこともあるだろう。捕獲調査機材に

は捕虫網と手捕りも捕獲申請しておくとよい。（新型コロナウイ

ルスが野生動物へ影響する問題が解決しなければ捕獲はできな

いが）。 

 

 

主にかすみ網、ハープトラップによる捕獲を計

画しておりますが、状況に応じて捕虫網及び手捕

りによる捕獲を実施する場合もございます。ご意

見を踏まえ、捕獲申請については検討してまいり

ます。 

Ｄ 

氏 

34 17 違法所有のかすみ網は使用しないこと 

捕獲調査には当然ながらかすみ網を使用するはずだが、（株）

日本気象協会は下請け調査会社に対して、それら下請け調査会

社が違法に所有するかすみ網を使用させないこと（違法に所有

するかすみ網とは、捕獲許可証の有効期限が切れているにも関

わらず所有しているかすみ網。あるいは有効期限が切れた履歴

のあるかすみ網を指す)。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律（鳥獣保護法）」を厳守すること。準備書には、

使用したすべてのかすみ網について、購入履歴と捕獲許可証が

切れた履歴がないことを示すこと。履歴についてはかすみ網毎

の捕獲許可証のコピー（かすみ網購入後のすペて）を準備書に明

示すること。 

 

 

捕獲調査において、かすみ網を使用する際には、

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（鳥獣保護法）」を厳守したものとし、準備

書には、使用したすべてのかすみ網について、購入

履歴と捕獲許可証が切れた履歴がないことを示す

とともに、履歴についてはかすみ網毎の捕獲許可

証のコピーを明示いたします。 

Ｄ 

氏 

35 18 コウモリ類の安全性に配慮をした捕獲調査を実施すること 

捕獲調査にはかすみ網およびハープトラップを併用するはず

だが、コウモリ類の安全性に最大限に配慮した捕獲調査を実施

すること。かすみ網の使用に際しては傍らに調査員を常駐させ、

コウモリ類が捕獲されたら速やかに取り外すこと。ハープトラ

ップについても 1 時間ごとに見回り、捕獲されたコウモリ類を

速やかに回収すること。捕獲されたコウモリ類の同定・計測時に

は麻酔は行わないこと。同定・計測したコウモリ類は、写真撮影

後都度速やかに放獣すること。捕獲調査は日の出前まで実施し、

日の出 1 時間前までに放獣を完了すること。準備書には捕獲開

始から、最終放獣までの時間を明示すること。 

 

 

捕獲調査の際には、ご意見を踏まえ、コウモリ類

の安全性に最大限配慮したものとなるよう、努め

てまいります。 

Ｄ 

氏 

36 19 捕獲機材毎の捕獲結果を整理して示すこと 

捕獲調査にはかすみ網およびハープトラップを併用するはず

だが、準備書には捕獲地点毎に設置したかすみ網の設置張り数

およびハープトラップの設置基数を明示すること。また、当然な

がらかすみ網とハープトラップそれぞれでどのようなコウモリ

類が捕獲されているか明確にわかるように準備書には示すこ

と。 

 

 

準備書において、捕獲地点毎に設置したかすみ

網の設置張り数及びハープトラップの設置基数を

明示いたします。また、各捕獲機材によってどのよ

うなコウモリ類が捕獲されているか明確にわかる

ようお示しいたします。 

Ｄ 

氏 

37 20 コウモリ類の捕獲時には繁殖状況についても記録すること 

コウモリ類を捕獲した場合には、種名、性別、前腕長、体重等

について記録するはずだが、繁殖状況についても必ず記録し、準

備書にその結果を明示すること。特に妊娠したメス親、授乳中の

メス親、および当歳獣が捕獲された場合には、それらがどこで出

産哺育をしているのか必ずその場所を解明すること。また、特に

妊娠したメス親、授乳中のメス親、および当歳獣が捕獲された場

合には、付近に出産哺育コロニーが存在する可能性が極めて高

いことから、それらに対して本事業計画がどのような影響を及

ぼすのか正しく予測・評価し、保全措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕獲されたコウモリ類については、種名、性別、

前腕長、体重等について記録するとともに、繁殖状

況についても記録し、準備書においてお示しする

ようにいたします。 

また、妊娠した雌、授乳中の雌、および当歳獣が

捕獲された場合には、それらがどこで出産哺育を

しているのかを可能な限り確認するとともに、適

切な予測及び評価に努めてまいります。 
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Ｄ 

氏 

38 21 捕獲機材の規格を事業者見解に明示すること 

捕獲調査に使用する機材の規格を事業者見解に示すこと。機

材の製造・販売メ一カーはもちろんのこと、かすみ網については

1枚毎の長さ、幅、メッシュ幅、さらに設置した際の高さ、捕獲

を想定している種について述べること。ハープトラップについ

ても高さ、幅、設置高、捕獲を想定している種について述べるこ

と。言うまでもないが、かすみ網とはハープトラップでは捕獲し

にくい高空を飛ぷタイプのコウモリ類の捕獲をするものであ

る。高空を飛ぶタイプのコウモリ類は、風力発電所事業において

はハイリスク種であることから、確実に捕獲できるよう入念な

捕獲計画を立案すること。 

 

 

捕獲調査に使用するかすみ網及びハープトラッ

プの規格については、現時点では未定となってお

ります。これらの機材の規格については、準備書に

おいてお示しさせて頂きます。また、捕獲を想定し

ている種については、No.32に回答させて頂いた観

点からも、お示しすることは困難かと考えており

ます。詳細な調査結果については、準備書において

お示しさせて頂きます。 

Ｄ 

氏 

39 22 高空を飛ぷタイプのコウモリ類（ハイリスク種）の捕獲方法

を明示すること 

コウモリ類への悪影響を正確に予測および評価するために

は、事業実施予定区域内のコウモリ類相を把握するのは必須で

ある。風力発電所建設においてコウモリ類に与える最も深刻な

悪影響は発電ブレードへの衝突やバロトラウマの発生である。

従って、捕獲調査ではブレードの回転域に相当する高空を飛翔

するタイプのコウモリ類（ハイリスク種）の種を確認することが

求められる。当然、かすみ網を用いた捕獲調査を実施するはずだ

が、その高空を飛ぶタイプのコウモリ類（ハイリスク種）をどの

ように捕獲するのか、事業者見解に詳細に示せ。 

 

 

 

捕獲調査の際には、かすみ網とハープトラップ

を併用する予定としております。 

現状としましては、ブレードの回転域といった

高空を利用する種については、捕獲調査ではなく、

音声モニタリング調査での把握を検討しておりま

す。音声モニタリング調査では、捕獲調査のように

種までの判別は出来ませんが、記録された周波数

によるグループ分けを行い、それぞれのグループ

の利用状況等について解析し、その結果を基に適

切に予測及び評価を実施してまいります。 

 

Ｄ 

氏 

40 23 ライトアップの不使用は保全措置ではない！ 

貴社は、準備書の保全措置に影響低減・緩和策としてライトア

ップの不使用を掲げてくるはずだ。(株)日本気象協会は日本中

の風力発電所建設のアセスメント手続きにおいて未だにこの詭

弁を繰り返していることからも明らかだ。しかも、もとよりライ

トアップ計画など存在しなかったものを持ち出して、「ライトア

ップを実施しないことで影響を低減・緩和しました」というのは

詭弁すら通り越して、これは詐欺行為である。実施予定でないも

ので、「回避」や「低減」措置は不可能である。また、コウモリ

類の餌昆虫には正の走光性を持たないものも多く、ライトアッ

プを行わないことでコウモリ類への悪影響は「回避」も「低減」

もできないことを付け加えておく。準備書の保全措置には「ライ

トアップの不使用」を採用しないこと。 

 

 

環境保全措置として、「ライトアップの不使用」

については採用いたしません。 

Ｄ 

氏 

41 24 何のために「コウモリ類音声モニタリング調査」を実施して

いるのかよく考えること 

「コウモリ類音声モニタリング調査」の実施目的は、対象事業

実施区域における通年でのコウモリ類の出現状況を把握し、コ

ウモリ類の飛翔通過量が多い時期や時間帯を把握することにあ

るはずだ。飛翔通過量が多い時期や時間帯とは、発電機ブレード

への衝突やバロトラウマが発生する可能性が一番高い時である

のは言うまでもない。その時期や時間帯に対して保全措置を考

えればいいことは、これまでの多くの意見書での指摘で(株)日

本気象協会はもう知っているだろう。「コウモリ類音声モニタリ

ング調査」の実施意味を踏まえた保全措置を講ずること。調査結

果の内容と乖離した「予測および評価」や「保全措置」は準備書

には掲げないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見のとおり、環境保全措置の策定の際には、

音声モニタリング調査の結果を踏まえたものとす

るよう、検討してまいります。 
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Ｄ 

氏 

42 25 コウモリ類の保全措置にはカットインスピードの高速側へ

のシフトしかない！ 

何も 1 年中、カットインスピードを高速側にシフトしろとは

言っていない。「コウモリ類音声モニタリング調査」の結果から

導き出される、その対象事業実施区域におけるコウモリ類の活

動量の多い時期、時間帯にだけ、低速時にはブレードフェザリン

グを行ってブレードの回転を止め、またカットイン速度を高速

側にシフトすればコウモリ類に対する保全措置は成立すること

をよく理解すること。シフトするべきカットイン速度は、「コウ

モリ類音声モニタリング調査」の結果からおのずと導き出され

るであろう。繰り返すが、この保全措置はコウモリ類の活動量の

多い時期だけでいいのである。準備書の保全措置には「低速時の

回転停止とカットイン速度の高速側へのシフト」を必ず導入す

ること。 

 

 

 

ご意見頂いた内容を含め、環境保全措置につい

ては、今後の現地調査の結果も踏まえた上で検討

してまいります。 

Ｄ 

氏 

43 26 事後調査の死骸探索調査は月 2回では全くの不足である 

貴社は事後調査に「死骸探索調査（バットストライク調査」を

きっと掲げることであろう。その調査頻度は月 2 回では全くの

不足である。スカベンジャーによる持ち去り、アリ類による地中

埋め等により、コウモリ類の死骸は 3 日程度で発見できなくな

る。そのことは重昆達也ほかにより 2019 年の日本哺乳類学会

2019 年度大会時にタイトル「やっぱり風力発電所はコウモリ類

を殺している！」として発表済みである。2019 年の日本哺乳類

学会講演要旨集を至急確認し、発表者に対して適切な調査頻度

をヒアリングすること。 

 

 

事後調査の死骸探索調査の頻度については、専

門家からのご意見を踏まえながら、検討してまい

ります。 

Ｅ 

氏 

44 1 風力発電装置付近に設置される沈砂池に溜まる水は自然濾過

による処理方法と聞いています。水質検査において濃度・SS に

ついては理解できますが、その他の調査項目（金属イオン、BOD、

COD等）は機器設置に伴い排出予測されているか。 

水質につきましては工事中に発生する水の濁り

について予測・評価を致します。 

工事により発生した濁水は沈砂池に集めたの

ち、一定時間滞留させて濃度緩和後に林地に浸透

させて処理する予定であり、沈砂池出口からの排

水が林地浸透できるのか、それとも常時水流にま

で届いてその水流の濁りの程度を上げてしまうか

どうかを予測・評価するものです。よって、予測・

評価については「浮遊物質量濃度」（SS濃度）を使

って実施いたします。 

BOD,COD は有機汚濁によって値が大きくなる項

目です。有機汚濁の発生につきましては、手洗い

場、トイレといった生活排水の混入による影響が

考えられますが、工事中の生活排水は汲み取りを

考えていることから、予測・評価の対象とは致しま

せん。 

金属イオンとしては、ナトリウムイオン、カリウ

ムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン

があり、工事で使用するコンクリート排水中にカ

ルシウムイオンが含まれることが予想されます

が、コンクリート排水は適切に処理することとい

たしますので、金属イオンについても予測・評価の

対象とは致しません。 
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Ｅ 

氏 

45 2 騒音問題については、7 月 20 日の説明会※では机上計算での

回答でした。今回の計画事業は約 8万 kW弱で、国内では最大規

模だと思います。低周波の人体に対する影響は未知であり、20基

以上の装置から 365日 24時間発生する低周波による影響を机上

計算で軽々には判断できないと思います。また、低周波は遠隔ま

で届くと聞いています。20 基以上ある装置の共振・共鳴も考え

られます。設置済地区の住民の声や科学的な立証を明らかにし

て欲しい。 

風力発電施設の騒音問題については、「風力発電

施設から発生する騒音等への対応について」（風力

発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する

検討会 平成 28 年 11 月）において『すべての超

低周波音領域における 1/3 オクターブバンド音圧

レベルは、 ISO の純音に関する聴覚閾値や

Moorhouse 他が提案している低周波音の評価のた

めの限界曲線を下回っており風車騒音の超低周波

音領域の成分は、知覚できないレベルである』と記

載されており、平成 29 年 5 月 環境省により発表

された「風力発電施設から発生する騒音に関する

指針」及び「風力発電施設から発生する騒音等測定

マニュアル」を基に、現地調査によって得られる残

留騒音と風車騒音により評価検討を行います。 

※意見にある「7月 20日の説明会」とは、第 1章

２．(3)の経過報告会 

 

Ｅ 

氏 

46 3 バードストライク対策はあるのか。 バードストライクについては、今後の調査結果

を踏まえ、年間予測衝突数を算出し、定量的に予測

及び評価を実施してまいります。その結果を踏ま

え、重大な影響が生じると判断された場合には、風

力発電機の配置を変更する等といった環境保全措

置を講じてまいります。 

 

Ｅ 

氏 

47 4 風力発電設置予定場所の東側から機器・機材の運搬道路を作

ると聞きましたが、工事時に出る廃土処理方法、特に急峻な山岳

地形であり、多くの沢があります、その対策方法と安全管理及び

周辺住民への説明を確実に実施して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型の風車部品の輸送には特殊車両を用いるこ

とで最小限の道路規模で輸送できるように計画い

たします。 

・また風車ヤードを始めとする改変個所には沈砂

池を設置することにより濁水流出防止に努めま

す。 

・道路工事を実施する際には、横断側溝、側溝を整

備し短い区間に区切って、しがら柵、布団かごを通

した後に放流する又は下流部に水を集めて沈砂池

を設置する又は雨の多い時期の工事は避ける等、

適切な対応を行います。 

・今後、詳細な調査・設計にて少しでも残土量が減

らせるような計画とするとともに、事業地内にて

処理するよう検討します。詳細は準備書にてお示

しします。 

・今後、現地において風力発電設備の設置場所の

確定や輸送する道路の詳細な測量調査を行ってま

いります。なお、造成設計に当たっては、伐採する

範囲や造成数量が最小限となるよう事業計画を立

案してまいります。また調査結果は、準備書の住民

説明会において、皆さまに説明する予定です。 

 

Ｆ 

氏 

48 ①低周波（超低周波も含む）による生き物への影響が絶対に無い

様に証明ができる検証を望みます。別紙、資料、参照願います。 

現状、風力発電機により発生する低周波音が生

物に及ぼす影響について、科学的に立証された知

見等は確認できておりません。引き続き、最新の知

見を収集するとともに、適切な予測及び評価に努

めてまいります。 

別紙に記載されているご質問について、風力発

電機がすべて稼働するものとして予測・評価いた

します。また、家屋等への低周波空気振動の影響に

ついて、風力発電機の稼働による「建具のがたつ

き」に関して予測・評価いたします。 
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Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－20－ 

 

No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-2 
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Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-3 
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Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-4 
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Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-5 
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Ｆ 

氏 

48 

別 

紙 

-6 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｆ 

氏 

49 ②巨大建造物建設に伴う自然環境破壊について 

自然回復には、地元で生産されている“しきみ”の活用をして

いただきたい。 

 

 

貴重な情報提供をいただき、ありがとうござい

ます。ご案内いただきました「しきみ」も含め自然

回復が図れるよう検討してまいります。 

Ｆ 

氏 

50 ③地域の電源確保と雇用確保の件 

地元と共存共栄で開発してもらいたい。反対者には納得のい

く説明をする。シーテックのみ一人勝ちでの建設では、反対にな

ってしまう。せっかくこの地に計画された事に感謝させていた

だき、地元に少しでもプラスになるような開発をお願いいたし

ます。また、配電線に連系して地元の電気は絶対に停電の無い様

にしてもらいたい。電源を確保する事。 

 

現在、開発の可能性調査を実施している段階で

はありますが、事業者の開発スタンスは、適切な調

査を実施した上で、その結果について地元の皆様

に丁寧に説明し、ご理解していただけるよう努め

てまいります。 

なお、発電した電力量が大きいため、配電線など

に連系接続することは容量的に不可であり、電力

会社の特別高圧送電線に連系することとなりま

す。 

Ｇ 

氏 

51 1 風力発電施設について 

(1) 今回示された風車の設置候補地【白倉山周辺 ( 1 号機、

2 号機）及び丸山周辺 ( 1 2 号機）】は、比較的、集落に

近く、地域住民への環境影響等を考えると適地とはいいが

たく、候補地としては除外すること。 

(2) 資材や重機の搬入は、工事用道路の開設による搬入を極

力少なくし、ヘリコプター等による空輸を検討すること。 

 

(1) 今後、対象事業実施区域にて現地調査を進め、

その結果を踏まえた上で、本事業による影響につ

いて、適切に予測及び評価を実施してまいります。 

 

(2) 風車及び資材や重機の輸送のための工事用道

道路の開設に当たっては、既設の林道等の状況を

確認し、道路管理者との協議を行い、造成量が最小

限となるように検討してまいります。 

一部の資機材は、単体重量が軽い物もあり、ヘリ

コプター輸送が可能となりますが、一方で風車は、

単体部品の重量が重く、大きいため、ヘリコプター

による輸送は出来ません。このため風車輸送のた

めの道路を整備いたしますので、この道路を使用

して関係する資材や重機も運搬することで、ヘリ

コプター使用による騒音を排除いたします。 

Ｇ 

氏 

52 2 騒音・振動等について 

(1) 天竜川東側の斜面に存在する集落は、風車の正面に位置

することから、複数個所での騒音（低周波を含む。）調査と

公表すること。 

 

(2) 騒音（低周波を含む。）により野生動物（サル、猪、鹿等）

が里へ下りてくることがないか実態の調査と公表するこ

と。 

 

 

 

(3) 騒音（低周波を含む。）や電磁波等によりテレビ、ラジオ、

無線等への影響がないか調査し、公表すること。 

 

 

(4) 本計画の発電施設と同規模の発電施設における騒音（低

周波を含む。）や電磁波等の現状について、その実態と、野

生生物への影響に関する情報を公表すること。 

 

 (1) 現在、方法書でお示しした調査地点は、風車

予定位置と住居からの距離が最短となる地点を設

定しております。今後、ご指示いただきました地点

も調査対象として検討してまいります。 

(2) 現状、風力発電機により発生する騒音、低周

波音によって、野生動物が里へ下りてくるといっ

た事象に関する科学的に立証された知見等は確認

できておりません。引き続き、最新の知見を収集す

るとともに、適切な予測及び評価に努めてまいり

ます。 

(3) 騒音（低周波を含む。）によるテレビ、ラジオ、

無線等への影響はないものと考えますが、電磁波

等によりテレビ、ラジオ、無線等への影響がないか

関係箇所へ確認し、調査いたします。 

(4) 弊社の発電施設における騒音（低周波を含

む。）や電磁波等の現状やその実態、野生生物への

影響に関する情報を説明会などの機会を捉え、地

元の皆様へ説明いたします。 

 なお、(1)から(3)で調査した結果についても説

明会などの機会を捉え、地元の皆様へ説明いたし

ます。 

Ｇ 

氏 

53 3 水質・水量について 

(1) 風車用地の造成や建設に伴う道路工事等により水脈、水

量の変化や水質汚濁等の発生が危惧される。当地域は、集

落や個人で小規模な飲料水供給施設を整備し生活用水を確

保していることから、事前に天竜川西側全ての飲料水施設

水源の水量、水質調査を実施し、公表すること。 

 

 

(1) 小規模な飲料水供給施設に関しては、その正

確な位置と取水種別を把握し、生活用水に影響を

生じない計画を立案いたします。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

Ｇ 

氏 

54 4 工事道路等に管理について 

(1) 建設した風車や道路、沈砂池（ろ過設備を含む。）の適切

な管理を行い、災害が発生しないよう最大限の対策を講じ

ること。なお、災害が発生した場合は、迅速な対応と想定外

という言葉で片付けられることがないようにすること。 

(2) 開設した道路については、通行規制することなく、森林

施業等に使用することができるよう対応すること。 

 

(1) 建設した風車や開設し風車の維持管理のため

使用する道路等については、災害が発生しないよ

う最大限の対策を講じ、適切な管理を行います。 

(2) 開設した道路における関係者以外の通行に際

しては、それぞれの道路管理者（又は土地の所有

者）等との間の協議で林業施業にも活用できるよ

う検討してまいります。 

Ｇ 

氏 

55 5 その他 

(1) 騒音（低周波を含む。）と水質調査については、設置後も

年 1 回以上調査を実施し、その結果を公表するとともに、

変化等への対応は積極的に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 次回以降の縦覧場所については、龍山森林文化会館を加

えること。 

(3) 環境影響評価の実施にあたっては、国の指針等の範囲に

基づくものだけでなく、住民の不安を払拭し、理解を得る

ことができる内容と取り組みであること。 

 

 

(1) 今後、方法書においては、国の審査を受け、調

査方法が確定いたします。その後、現地調査を行い

準備書として取りまとめ、住民の皆様に説明いた

します。 

準備書についても方法書と同様、国の審査を受

けてまいります。その後、国の審査で指示を受けた

内容を、評価書として取りまとめてまいります。 

昨今は、準備書の審査で、設備稼働後の環境影響

についても調査するよう求められるケースもあ

り、この場合には、設備稼働後の事後調査を実施し

ていくことなります。 

(2) 次回以降の縦覧場所として、龍山森林文化会

館を追加いたします。 

(3) ご意見いただいた内容について、国の指針等

に準拠すると共に、地域の皆様のご理解を得られ

るように取組んでまいります。 

注：意見の概要は原文のとおり記載している。 
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［別紙 1］ 

○日刊新聞紙における公告 

 

１．静岡新聞 

 

２．中日新聞 
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［別紙 2］ 

○投げ込みチラシによるお知らせ 

① 1回目の周知(日程変更前) 
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② 2回目の周知（日程変更について）
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［別紙 3-1］ 

（浜松市のウェブサイト） 

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 

事業の概要 

事業者 
株式会社シーテック 代表取締役社長 社長執行役員 仰木 一郎 
愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町 4-45 

事業の種類 
電気事業法第 38条に規定する事業用電気工作物（風力発電所）の設置 

事業の規模 
風力発電所の出力：最大 75,000kW 

事業実施想定区域 
浜松市天竜区佐久間町及び龍山町 

根拠法令 
環境影響評価法 

現在の手続状況 
令和元年 8月 29日 計画段階環境配慮書送付 
令和元年 10月 18日 計画段階環境配慮書に関する市長意見送付 
令和 2年 6月 15日 環境影響評価方法書送付 
令和 2年 6月 16日 公告・縦覧（~7月 16日まで） 

方法書の縦覧 

縦覧期間 
令和 2年 6月 16日（火曜日）から令和 2年 7月 16日（木曜日）まで 
※開庁日、開館日に限る。 

縦覧場所 
環境部環境政策課、市政情報室、天竜区役所区振興課、佐久間協働センター、龍山協働センター、浦
川ふれあいセンター、山香ふれあいセンター、佐久間図書館 

意見の提出 

提出期間 
令和 2年 6月 16日（火曜日）から令和 2年度 7月 30日（木曜日）まで（郵送の場合は、当日の消印
有効） 

提出方法 
 意見書投函箱へ投函（縦覧場所に設置） 
 直接持参及び郵送 

手続の経過 
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配慮書 

配慮書送付（経
済産業大臣） 

令和元年 8月 29日 
詳しくは事業者のウェブサイトをご覧ください
（別ウィンドウが開きます） 

縦覧期間 
令和元年 8月 30日 
～令和元年 9月 30日 

  

意見書提出期間 
令和元年 8月 30日 
～令和元年 9月 30日 

  

市長意見送付 令和元年 10月 18日 市長意見（PDF：1,305KB） 

方法書 

方法書送付 令和 2年 6月 15日 
詳しくは事業者のウェブサイトをご覧ください
（別ウィンドウが開きます） 
  

公告・縦覧 
公告日：令和 2年 6月 16日 
縦覧日：令和 2年 6月 16日
～令和 2年 7月 16日 

「方法書の縦覧」参照 

意見書提出期間 
令和 2年 6月 16日 
～令和 2年 7月 30日 

「意見の提出」参照 

 

 

 

 

 

http://www.ctechcorp.co.jp/#news
http://www.ctechcorp.co.jp/#news
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/assess/documents/wptenryu_hairyo.pdf
http://www.ctechcorp.co.jp/#news
http://www.ctechcorp.co.jp/#news
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/assess/windparktenryu.html#zyuuran
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/assess/windparktenryu.html#ikenteisyutu
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    ［別紙 3-2］ 

（株式会社シーテックのウェブサイト） 

 

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業に係る 

環境影響評価方法書の縦覧・閲覧について 

 

2020年 6月 16日 

株式会社シーテック 

 

当社は、環境影響評価法に基づき、「（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 環境影響評 

価方法書」（以下、「方法書」という。）を 2020年 6 月 12日付で経済産業大臣へ届出いたしま 

した。 

方法書とは、これから実施しようとする環境アセスメントにおいて、どのような項目につい 

て、どのような方法で調査・予測・評価をしていくのかという計画を示したものです。 

つきましては、2020年 6月 16日（火）から 2020年 7月 16日（木）まで方法書を縦覧・閲覧 

するとともに、説明会を開催します。また、方法書について環境保全の見地から意見のある方 

は、どなたでも意見書を提出することができます。 

 

１．事業を実施しようとする区域                             

静岡県浜松市天竜区佐久間町及び龍山町地内 

 

２．方法書及び要約書の縦覧・閲覧                            

（１） 期間 

2020年 6月 16日（火）から 2020年 7月 16日（木）まで 

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く（佐久間図書館は開館日のみ）。 

（２） 時間 

開庁時間内 

（３） 場所 

浜松市役所環境部環境政策課 

浜松市役所市政情報室 

天竜区役所区振興課 

佐久間協働センター 

龍山協働センター 

山香ふれあいセンター 

浦川ふれあいセンター 

佐久間図書館 

 

３．方法書の説明会                                    

日時：2020年 6月 30日（火）午後 7時から午後 8 時 30分まで  

場所：龍山森林文化会館 ホール・学習室（静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻９８２−２） 
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４．方法書及び要約書                                  

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 環境影響評価方法書 

表紙・目次（０．４２MB） 

第 1章 事業者の名称、代表者、所在地（０．１３MB） 

第 2章 対象事業の目的及び内容（３．６５MB） 

第 3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況）（２１．４５MB） 

第 3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況）（１０．９５MB） 

第 4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果（１４．８４MB） 

第 5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解（０．８９MB） 

第 6章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法（１６．３８MB） 

第 7章 その他環境省令で定める事項（８．０８MB） 

第 8章 環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者、所在地（０．１４MB） 

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 環境影響評価方法書要約書 

要約書（１９．５９MB） 

※閲覧の利用環境は、最新の Internet Explorerを推奨します。 

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもお客さまの webブラウザの設定によっては、 

ご利用できない、もしくは正しく表示されない場合がございます。 

  〔ご注意事項〕 

Google chrome もしくは Microsoft Edge をブラウザとしてご使用の方は、各ファイルを開いた際、白紙 

の画面が表示されることがございます。ご面倒をおかけいたしますが、一旦、ご自分のパソコンに保存し 

た後、保存したファイルを開きますと、内容が表示されます。 

また、Windows10 をお使いの場合、デスクトップ画面左下の「スタート」ボタンをクリックすると表示さ 

れる「スタートメニュー」から「すべてのアプリ」を選択し、「Windows アクセサリ」の中の「Internet 

explorer」を起動させる等の方法により、各ファイルを閲覧頂くこともできます。 

 

５．意見書の提出                                    

方法書について環境保全の見地から意見を有する方は、意見書を提出することができます。 

（１） 意見書の提出に必要な事項 

① 意見書を提出しようとする方の氏名及び住所 

法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

② 意見書の提出の対象である方法書の名称[意見書様式を使用する場合は記載済み] 

（仮称）ウインドパーク天竜風力発電事業 環境影響評価方法書 

③ 方法書についての環境保全の見地からの意見 

意見は日本語により、意見の理由及び根拠を含めて記載願います。 

（２） 提出期限 

2020年 7月 30日（木） 

（３） 提出方法 

① 意見書箱に投函する方法 

意見書を縦覧箇所に備え付けの意見書箱に投函願います。 

② 郵送する方法 

意見書を下記提出先まで郵送願います。ただし、2020年 7月 30日（木）の消印まで有効 

とさせて頂きます。 
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③ インターネットにより提出する方法 

意見書を下記提出先まで送付願います。ただし、2020年 7月 30日（木）当日到着分まで 

有効とさせて頂きます。 

（４） 郵送する場合の提出先 

〒467-8520 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町 4丁目 45番地 

株式会社シーテック 再生可能エネルギー事業本部 風力発電部 山田宛 

（５） インターネットにより提出する場合の提出先 

メールアドレス wp.tenryu-ct4r@ctechcorp.co.jp 

（６） 意見書様式 

意見書（PDF）、  意見書（Word） ダウンロードしてお使いください。 

（注）意見書に記載される個人情報は、本件についてのみ使用し、それ以外の目的には 

使用いたしません。 

６．お問い合わせ先                                   

株式会社シーテック 再生可能エネルギー事業本部 風力発電部 山田宛 

電話番号 052-852-6991 

（土曜日、日曜日、祝祭日は除く、午前 9時から午後 5時まで） 

 

以 上 
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 ［別紙 3-3］ 

（株式会社シーテックのウェブサイト） 
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 ［別紙 4］ 

○ご意見記入用紙 

環境影響評価方法書についての意見書 

住 所 
（法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

〒   － 

 

氏 名 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

 

 

意見書の提出の対象であ

る方法書の名称 

（仮称）ウインドパーク天竜 風力発電事業 

 環境影響評価方法書 

 

〔環境の保全の見地からの御意見とその理由〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注意）１ 住所と氏名の記載がない場合、意見として取り扱うことができませんのでご了承ください。 

 ２ ご意見は、理由を含めてできるだけ具体的に書いてください。 

 ３ 意見について記入欄が足りない場合は任意の用紙をご使用いただいても構いません。 

 ４ 環境の保全の見地からご意見をお持ちの方は、本用紙のご意見欄に意見の理由を含めてご記入 

  の上、備え付けの意見書箱にご投函頂くか、下記宛先までご郵送（令和２年７月１６日（木） 

  消印有効）下さい。 

  送付先 〒４６７-８５2０ 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町 4-45 

    株式会社シーテック 再生可能エネルギー事業本部 風力発電部（担当：山田）宛 

（電話番号：0５2-８5２-6991） 

 5 記載していただいた個人情報は、本事業のみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。 


